
      役員及び評議員等の報酬に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人福島福祉会（以下「法人」という。）の役員及び評議員等 

の報酬及び実費弁償等について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条  この規程で役員とは、法人の理事及び監事をいう。 

２ 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものである。 

 

（理事会及び評議員会等への出席報酬） 

第３条 役員が理事会に出席したとき、及び評議員が会議に出席したときは、別表１により

報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、福島町内の役員等には実費弁

償費は支払わない。 

２ 前項の報酬及び費用弁償額は理事長及び兼務役員には支給しない。 

 

（理事等の報酬） 

第４条 理事長の報酬は、別表２により支給する。ただし、施設長を兼務する時は支給しな

い。 

２ 理事が理事会以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及び法人が実施する事

業の運営にあたった場合は、別表２により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

３ 評議員等が評議員会等以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及び法人が実

施する事業の運営にあたった場合は、別表２により報酬及び実費弁償費を支払うことが

できる。 

 

（監事の報酬） 

第５条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表２

により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、福島町内の役員等には実

費弁償費は支払わない。 

 

（出張旅費） 

第６条 役員及び評議員等が、法人業務のため出張する場合は、別表３により報酬及び旅費

を支給ことができる。 

 

（兼務役員） 

第７条 職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程



は適用することができる。 

（理事長が出席を求めた者への報酬） 

第８条 理事長が出席を求めた者が、理事会、評議員会及び法人主催の会に出席したときは、

別表４により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、福島町内の者には

実費弁償費は支払わない。 

 

（報酬等の支給方法） 

第９条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定め

る時期とする。 

（１）第３条の規定による報酬等（別表１）は当該会議出席の都度支給する。 

（２）第４条第１項の規定による理事長に対する報酬（別表２）は職員給与の支給日に合わ

せて支給する。 

（３）第 4条第２項及び第３項及び第５条の規定による報酬等（別表２）は当該業務に従事

した日に支給する。 

（４）第６条の規定による旅費等は帰着し、復命書提出の後支給する。ただし、必要がある

場合は概算払いの方法で支給することができる。 

２ 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関

口座に振り込むことができる。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったと

きには、立替金、積立金等を控除して支給する。 

 

（公 表） 

第１０条 本法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報

酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（役員等の職務証跡） 

第１１条 役員等は、法人職務証跡資料として、タイムカード（職務証跡）の作成に協力す

るものとする。 

 

（改正） 

第１２条 本規程の改正は、理事会の議決を経て評議員会の承認を得なければならない。 

 

（補 則） 

第１３条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める

ものとする。 

 



 

附則 

１ この規程は、平成２９年６月１日より適用する。なお、従前の社会福祉法人福島福祉 

会役員に対する報酬及び費用弁償規程は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

名   称 報    酬 実費弁償費 

理事会出席報酬等 日額９，０００円 実費額 ただし、自家用車

の場合は１kmにつき１８円 評議員会出席報酬等 日額９，０００円 

  （注）算定の根拠・・・職員の平均給与日額（諸手当込）は 11,452円であるが、賞与

額を控除すると 8,803円である。これを参考として役員等の会

議出席に係る報酬は、同額程度が適当な報酬として算定。 

 

別表２（第４条及び第５条関係） 

   名   称    報    酬    実費弁償費  実費弁償費 

理事長報酬等  月額１５０，０００円 実費額  

ただし、自家用車の場合は１

km につき１８円 

理事及び評議員業務報酬等  日額 １２，０００円 

監事業務報酬等  日額 １２，０００円 

  （注）算定の根拠・・・職員の平均給与月額（諸手当込）は 247,368円であるが、賞与

額を控除すると 190,157 円である。ただし、平均的基本給は月

額 156,030円である。このことから理事長の報酬は、150,000円

が適当な報酬として算定。役員等に係る報酬の根拠は、別表１の

額に、職員の出張日当・食卓料等を加味して算定した。 

 

別表３（第６条関係） 

鉄 道 賃 

 

船 賃 

 

車 賃 

 

旅行諸費 

（１日） 

宿 泊 料 （１夜につき） 食 卓 料 

（１夜につき） 甲 地 方 乙  地  方 

乗車に要 

する運賃 

上級運賃 

又は実費 

実費 

 

    円 

3,000 

    円 

16,600 

    円 

10,700  

      円 

 3,000 

備考１・宿泊料の欄中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神 

戸市福岡市、北九州市の各市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。 

  ２・固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。 

  ３・旅行者が公用の船、車を利用して旅行したときは、当該鉄道賃、船賃又は車 

賃は支給しない。（表中宿泊料の金額は、現行職員出張旅費規程の金額を適用） 

 

別表４（第８条関係） 

名  称 報    酬 実費弁償費 

 報酬及び旅費 日額５，５００円    実費相当 

（注）算定の根拠・・・職員の平均給与額を時給に換算して、会議所要時間を最大５ 

時間として算定した。 



注記： 別表１及び別表２の実費弁償費欄のただし書の根拠 

○ 公共交通機関における福島町～伊万里市間のバス運賃額 880 円及び走行距離

約２５㎞を参考とし、１㎞当たり額を算出し、その５０％相当額である１８円

を、ただし書き実費弁償費として算定した。 


